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(54)【発明の名称】データコンテナによる通信処理装置及び通信処理システム

(57)【 特許 請求の範囲】

【請 求項 １】

端末 装置 間でデータ処理を実行するための関数を含めた構造定義であるところのクラスを

用い たデー タ通信を行うデータ通信処理装置であって、

前記 通信 データを処理するタイプと、前記記入された通信タイプにより処理される通信デ

ータ 部分 とを、同一のコンテナ中に格納した、クラスにより、端末装置間でデータ通信を

行う 通信 手段と、

を有 する ことを特徴とする通信処理装置。

【請 求項 ２】

デー タ送 信端末が、自装置タイプを出力する自装置タイプ出力手段と、

デー タコ ンテナに自装置タイプ及び属性を一列化データにする一列化データ手段とを有し

、

デー タ受 信端末が、データ受信端末の自装置タイプとデータ送信端末の自装置タイプを比

較す る比 較手段と、

前記 比較 手段が不一致と判断すると、データ送信端末のデータをデータ受信端末のタイプ

のデ ータ に変換するコード変換手段とを有すること、

を特 徴と するデータコンテナによる通信処理システム。

【発 明の 詳細な説明】

【０ ００ １】

【発 明の 属する技術分野】
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本発 明は データコンテナによる通信処理 装置に係り、端末装置間で通信を行う場合に、通

信を 行う データのフォーマットを追加や変更しても、端末装置間の通信インタフェースや

デー タ型 定義の変更の必要がないようにした通信処理装置及び通信処理システムに関する

。

【０ ００ ２】

【従 来の 技術】

従来 、端 末装置間の通信においては、 図６の▲１▼～▲６▼に示す如く、端末装置１００

と端 末装 置１１０間でデータの送受信を行う場合、▲１▼例えば端末装置１００から検索

デー タ１ を端末装置１１０に送出して、▲２▼端末装置１１０ではこれを受信し、▲３▼

この 検索 データ１にもとづく検索結果１を送信する。▲４▼そして端末装置１００はこの

検索 結果 を受信する。

【０ ００ ３】

▲５ ▼次 に端末装置１００は端末装置１１０に対し、例えば登録用の入力データ１を送信

する 。▲ ６▼端末装置１１０ではこの入力データを受信し、端末装置１１０のデータベー

スに 登録 する。

【０ ００ ４】

この よう な処理が行われるとき、 図６の検索データ１（網掛け部分）のフォーマットを変

更し た場 合、図６の▲１▼、▲２▼のインタフェースが変更される。そのため端末装置１

００ の検 索処理及び端末装置１１０の受信処理の両方で改修が必要となる。

【０ ００ ５】

また図 ６の ▲１▼ ′～▲６▼ ′の破線に示す如く、新たな検索処理を追加する場合、新た

なイ ンタ フェース▲１▼ ′～▲６▼ ′が追加される。そのため端末装置１００及び端末装

置１ １０ で新たな６つの処理を作成する必要がある。

【０ ００ ６】

【発 明が 解決しようとする課題】

この よう に従来では、通信を行うデータのフォーマットを追加や変更すると、端末装置間

の通 信イ ンタフェースの変更が必要になるという問題があった。

【０ ００ ７】

従っ て本 発明の目的は、このような問題点を改善するため、通信を行うデータのフォーマ

ット を追 加や変更しても端末装置間の通信インタフェースの変更の必要のないデータコン

テナ によ る通信処理 装置及び通信処理システムを提供することである。

【０ ００ ８】

【課 題を 解決するための手段】

図１ によ り本発明の概略を説明する。図１において１はデータ送信端末、２はデータ送信

端末 アプ リケーション、３はデータ登録処理手段、４はデータ送信端末側の通信処理手段

、５ はデ ータコンテナ、１０はデータ受信端末、１１はデータ受信端末アプリケーション

、１ ２は データ受信端末側の通信処理手段、１３は受信処理手段である。本発明の前記目

的は 下記 （１）、（２） によるデータコンテナによる通信処理装置及び通信処理システム

によ り達 成することができる。

【０ ００ ９】

（１ ）端末 装置間でデータ処理を実行するための関数を含めた構造定義であるところのク

ラス を用 いたデータ通信を行うデータ通信処理装置であって、前記通信データを処理する

タイ プと 、前記記入された通信タイプにより処理される通信データ部分とを、同一のコン

テナ 中に 格納した、 クラス により、 端末装置間でデータ通信を行う通信手段と、を有する

こと を特 徴とする。

【０ ０１ ０】

（２ ）デ ータ送信端末 が自装置タイプを出力する自装置タイプ出力手段と、データコンテ

ナに 自装 置タイプ及び属性を一列化データにする一列化データ手段とを有し、データ受信

端末が 、デ ータ受信端末の自装置タイプとデータ送信端末の自装置タイプを比較する比較

手段 と、前 記比較手段が 不一致 と判断するとデータ送信端末のデータをデータ受信端末の
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タイ プの データに変換するコード変換手段 とを有することを特徴とする。

【０ ０１ １】

これ によ り下記の作用効果を奏することができる。

【０ ０１ ２】

（１ ）通 信データを処理するタイプと、これにより処理される通信データ部分を同一のコ

ンテ ナ中 に格納した データコンテナにより端末装置間のデータ通信を行うようにしたので

、送 受信 データのフォーマット変更した場合は改修はデータコンテナの内部処理のみでよ

く、 端末 装置の処理は改修不要であり、また新たな検索処理を追加しても新たなインタフ

ェー スを 作成する必要はなく、そのため改修はデータコンテナ内部処理の追加のみでよく

、各 端末 装置の処理は改修不要である。

【０ ０１ ３】

（２ ）端 末装置間の通信データ型を一列化データにより通信するとともに、これらの装置

タイ プを この一列化データに記入しておき、不一致のときはコード変換手段を動作させ、

デー タ受 信側のデータにコード変換するので、各端末装置が変わってもデータのコンバー

トや 通信 処理を改修する必要がない。

【０ ０１ ４】

【発 明の 実施の形態】

本発 明の 一実施の形態を図２～ 図５ にもとづき他図を参照して説明する。図２は本発明の

一実 施の 形態、図３はデータ送信時におけるデータ送信端末の処理フロー及びクラス図、

図４ はデ ータ受信時におけるデータ受信端末の処理フロー、図５はデータコンテナ化にお

ける デー タ接受説明図である。

【０ ０１ ５】

図中 他と 同記号は同一部を示し、１はデータ送信端末、２はデータ送信端末アプリケーシ

ョン 、３ はデータ登録処理手段、４は通信処理手段、５はデータコンテナ、６は自装置タ

イプ 保持 手段、１０はデータ受信端末、１１はデータ受信端末アプリケーション、１２は

通信 処理 手段、１３は受信処理手段、１４はタイプ比較手段、１５はコード変換手段であ

る。

【０ ０１ ６】

デー タ送 信端末１はデータ受信端末１０に対しデータ検索要求、登録要求等種々の処理の

要求 を行 うものである。

【０ ０１ ７】

デー タ送 信端末アプリケーション２は、データ送信端末１を動作させるために必要なアプ

リケ ーシ ョンプログラムである。

【０ ０１ ８】

デー タ登 録処理手段３は、データ受信端末１０に対して処理要求を行う処理タイプをデー

タコ ンテ ナ５に対してセットするものであり、例えば登録、更新、データ検索等の通信タ

イプ をデ ータコンテナ５にセットし、通信処理手段４に対し通信依頼を行うものである。

【０ ０１ ９】

通信 処理 手段４はデータコンテナ５に格納されているデータを、ヘッダ、処理タイプ、通

信デ ータ の順で一列化した一列化データを作成し、これをデータ受信端末１０に送信する

もの であ る。

【０ ０２ ０】

デー タコ ンテナ５は、データ受信端末１０に対して処理要求すべき事項が記入されるもの

であ り、 処理タイプ（例えばデータ検索、データ登録）とその対象となる通信データを含

むも ので ある。この外に一列化を行うための一列化命令も含まれている。

【０ ０２ １】

デー タコ ンテナを、クラス図で示せば、図３（Ｃ）に示す如く、１番目のフィールドにク

ラス 名と してデータコンテナ、２番目のフィールドに属性つまり▲１▼自装置が例えばウ

イン ドウ ズか 他の種類の装置かを示す装置タイプ、▲２▼処理タイプ、例えばデータ更新

、▲ ３▼ 更新すべきデータを示す通信データ、例えば名前として富士通   太郎、性別とし
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て男 性・ ・・、３番目のフィールドに処理、一列化処理等を記入する。

【０ ０２ ２】

そし て通 信処理手段４がデータコンテナ５をデータ受信端末１０に対して通信を行うとき

に、 通信 処理手段４がデータコンテナ５に対し一列化の命令の実行を発行すると、データ

コン テナ ５は、前記一列化命令を実行する。そしてデータコンテナ５は▲１▼装置タイプ

を一 列化 する、▲２▼処理タイプを一列化する、▲３▼通信データを一列化する等の処理

を行 い、 これらの一列化データが通信処理手段４からデータ受信端末１０に送出される。

【０ ０２ ３】

自装 置タ イプ保持手段６は、データ送信端末１の機種を保持するものであり、例えばウイ

ンド ウズ か他のものかを保持するものである。この自装置タイプ保持手段６からの出力は

、デ ータ 登録処理手段３によりデータコンテナ５に記入される。

【０ ０２ ４】

デー タ受 信端末１０はデータ送信端末１からの要求により、例えばデータ検索、更新、登

録等 種々 の処理を行うものであり、データ送信端末１とはＬＡＮ、ＷＡＮ等で接続されて

いる 。

【０ ０２ ５】

デー タ受 信端末アプリケーション１１は、データ受信端末１０を動作させるために必要な

アプ リケ ーションプログラムである。

【０ ０２ ６】

通信 処理 手段１２は、データ受信端末１０に対して送信された前記一列化データを受信し

て、 これ を復元してデータコンテナ５ ′を作り、これに対してアクションをかけるもので

あり 、タ イプ比較手段１４及びコード変換手段１５を具備している。

【０ ０２ ７】

受信 処理 手段１３は、データコンテナ５ ′からの受信依頼により、その処理タイプで処理

の振 り分 けを実施し、例えば図２の例ではその通信データにもとづきデータ更新処理を実

施す るも のである。

【０ ０２ ８】

タイ プ比 較手段１４は、データ送信端末１と、データ受信端末１０とが同じ装置タイプの

もの か否 かを比較するものである。

【０ ０２ ９】

コー ド変 換手段１５は、タイプ比較手段１４から不一致信号が出力されたとき、データ送

信端 末１ から伝達されたコードに対してデータ受信端末１０のタイプのコードになるよう

にコ ード 変換を実施するものである。

【０ ０３ ０】

なお デー タ送信端末１にも、同様のタイプ比較手段、コード変換手段が設けられ、不一致

信号 が出 力されたとき、データ受信端末から伝達されたコードに対してデータ送信端末の

タイ プの コードになるようにコード変換を実施するものである。

【０ ０３ １】

次に 本発 明の動作について説明する。

（１ ）図 ３（Ａ）に示す登録処理に先立ち、データ送信端末１では、オペレータが通信デ

ータ 、例 えば名前：富士通   太郎、性別：男性・・・を、図示省略したメモリ上のデータ

コン テナ エリアにデータ入力というメニュー選択により入力する。次にオペレータは登録

処理 を行 う。オペレータはメニュー選択により通信タイプを選択し、処理タイプとしてデ

ータ 更新 を入力する。そしてこれによりデータ登録処理手段３が通信処理手段４に通信処

理依 頼を 行う▲１▼。なおデータ送信端末１が図示省略したメモリ上にデータコンテナエ

リア を展 開したとき、データ送信端末アプリケーション２が自装置タイプ保持手段６から

読み 出し た自装置タイプ（例えばウインドウズ）を示す機種データを記入する。

【０ ０３ ２】

（２ ）通 信処理手段４はこの通信処理依頼を受けたとき、データコンテナ５に対して一列

化の 起動 命令を発行し、一列化依頼を行う。これによりデータコンテナ５の一列化命令が
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後述 する 一列化処理を実行し、一列化したデータをデータ受信端末１０に送信する▲２▼

。

【０ ０３ ３】

（３ ）と ころで前記（２）においてデータコンテナ５の一列化処理に際し、図３（Ｂ）に

示す 如く 、先ず自装置タイプをその一列化データのヘッダ部分に盛り込む。次に処理タイ

プに 一列 化命令を実行してこれを一列化し、通信データに一列化命令を実行してこれを一

列化 する 。このように一列化した後で、前記（２）に説明の如く、通信処理手段４がこれ

をデ ータ 受信端末１０にデータ送信する。

【０ ０３ ４】

（４ ）デ ータ受信端末１０では、図４（Ａ）に示す如く、データ送信端末１から送信され

た一 列化 データを通信処理手段１２で受信する。そしてデータ受信端末アプリケーション

１１ がデ ータコンテナ５ ′を一列化データから復元するための処理を依頼する。そしてデ

ータ コン テナ５ ′を復元したあと、このデータコンテナ５ ′へのアクションを行う。

【０ ０３ ５】

（５ ）前 記（４）において、データコンテナの復元処理依頼にもとづき、その復元処理を

行う 場合 、先ず一列化データのヘッダ部分に記入されているデータ送信端末１の装置タイ

プを タイ プ比較手段１４によりデータ受信端末１０と同じ装置のものか否かを比較する。

もし 同一 であれば、一列化データをそのまま復元し、データコンテナ６ ′を復元する。し

かし 同一 でなければ、コード変換手段１５を動作させ、受信した一列化データに対してコ

ード 変換 を実施しながらデータコンテナ５ ′を復元する。

【０ ０３ ６】

（６ ）図 ４（Ｂ）に示す如く、それから通信処理手段１２は、このようにして復元された

デー タコ ンテナ５ ′へのアクションを行うべく、受信処理手段１３をコールする。これに

より 受信 処理手段１３は、データコンテナ５ ′の通信タイプすなわち処理タイプを読み出

し、 通信 タイプによる処理の振り分けを行う。例えば通信タイプがデータ更新であればデ

ータ 更新 用のプログラムを動作させてデータ更新処理を行い、また通信タイプがデータ検

索処 理で あればデータ検索用のプログラムを動作させてデータ検索処理を行う。

【０ ０３ ７】

図６に 示す 如く、従来の端末装置間におけるデータの授受の場合、端末装置間の通信には

通信 ソフ トが必要であり、通信ソフトから提供されるインタフェースがライブラリである

。そ して このライブラリを使用するには必ず通信するデータ定義が必要となる。データ定

義が 変わ ってくるとインタフェースも変わるので作りかえることが必要である。

【０ ０３ ８】

端末 装置 １００から検索データ１による検索依頼を端末装置１１０に行い、端末装置１１

０か らこ れに対する検索結果１を端末装置１００に送出し、また端末装置１００から入力

デー タ１ を端末装置１１０に入力要求する場合において、網掛け部分の検索データ１のフ

ォー マッ トを変更したとき、▲１▼及び▲２▼のインタフェースが変更となり、そのため

端末 装置 １００の検索処理及び端末装置１１０の受信処理の両方でインタフェースの改修

が必 要と なる。

【０ ０３ ９】

また図 ６に おいて、破線に示す新たな検索処理を追加するとき、新たなインタフェース▲

１▼ ′～▲ ６▼ ′が追加され、そのため端末装置１００及び端末装置１１０で新たな６つ

の処 理を 作成することが必要である。

【０ ０４ ０】

しか し本 発明のデータコンテナ化によれば、 図５に示す如く、網掛け部分の検索データ１

のフ ォー マットを変更した場合、改修はデータコンテナの内部処理のみでよく、各端末装

置の 処理 は改修不要である。

【０ ０４ １】

また図 ５に おいて、破線に示す新たな検索処理を追加する場合、新たなインタフェースを

作成 する 必要はなく、実線矢印と破線矢印は同じインタフェースである。そのため改修は
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デー タコ ンテナ内部処理の追加のみでよく、各端末装置の処理は改修不要である。

【０ ０４ ２】

とこ ろで 特開平８－２３５０９８号公報には、コード変換を実施する仕組みとして、クラ

イア ント に複数のコード変換テーブルを設け、クライアントからサーバに対して使用して

いる コー ド系を問い合わせることによりサーバのコード系に変換する手段を用いている。

これ に対 し本発明では送受信データ内に送信元の装置区分を設定することにより、受信先

で自 装置 のコード系に変換する手段を用いており、クライアントからサーバに使用してい

るコ ード 系の問い合わせが不要のため通信回数が少なくてすむので、両者は明確に相違す

るも ので ある。

【０ ０４ ３】

【発 明の 効果】

本発 明に よるデータコンテナによるデータ通信処理装置及び通信処理システムにより下記

の効 果を 奏することができる。

【０ ０４ ４】

（１ ）通 信データを処理するタイプを記入した通信タイプ部分と、これにより処理される

通信 デー タ部分をデータコンテナにより端末装置間のデータ通信を行うようにしたので、

送受 信デ ータのフォーマット変更した場合は改修はデータコンテナの内部処理のみでよく

、各 端末 装置の処理は改修不要であり、また新たな検索処理を追加しても新たなインタフ

ェー スを 作成する必要はなく、そのため改修はデータコンテナ内部処理の追加のみでよく

、各 端末 装置の処理は改修不要である。

【０ ０４ ５】

（２ ）端 末装置間通信データ型を一列化データにより通信するとともに、これらの装置タ

イプ をこ の一列化データに記入しておき、不一致のときはコード変換手段を動作させ、デ

ータ 受信 側のデータにコード変換するので、各端末装置が変わってもデータのコンバート

や通 信処 理を改修する必要がない。

【図 面の 簡単な説明】

【図 １】 本発明の原理説明図である。

【図 ２】 本発明の一実施の形態である。

【図 ３】 データ送信時におけるデータ送信端末の処理フロー及びクラス図である。

【図 ４】 データ受信時におけるデータ受信端末の処理フロー図である。

【図 ５】本 発明におけるデータコンテナ化におけるデータ授受説明図である。

【図 ６】従 来例である。

【符 号の 説明】

１   デ ータ 送信端末

２   デ ータ 送信端末アプリケーション

３   デ ータ 登録処理手段

４   通 信処 理手段

５   デ ータ コンテナ

１０   デー タ受信端末

１１   デー タ受信端末アプリケーション

１２   通信 処理手段

１３   受信 処理手段
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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